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１．目的 

  本資料は，設計及び工事の計画の変更認可申請書（以下「設工認申請書」と

いう。）における品質マネジメントシステムの説明を補足するものであり，今

後行う補正を踏まえて説明をするものである。 

 

 

２．補正の必要性及びその内容 

  「原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関

する規則（以下「品管規則」という。）」が令和２年４月に施行され，事業変更

許可届，リサイクル燃料備蓄センター保安規定の認可手続きを行った。 

  一方，設工認変更認可申請は令和３年２月 26 日に行ったが，それ以降，４

月１日に同規定を施行した。 

設工認における設計，工事及び検査に係る品質管理は，保安規定品質マネジ

メントシステム計画として記載している品質マネジメントシステムに基づき

実施するものであることから，原子力品質保証規程に基づくとしていたものか

らの補正が必要となる。 

  添付資料－１に申請時点における「設計及び工事に係る品質マネジメント

システム」（以下「設工認ＱＭＳ」という。）の状況を，添付資料－２に品管規

則の改正を反映した設工認ＱＭＳに対する補正内容を示す。 

 

 

３．原子力品質保証規程に基づく設工認申請で問題ないと判断した理由 

  保安規定施行前であった状況の下，原子力品質保証規程に未だ反映してい

なかった設工認に係る品管規則要求事項（検査の独立性等）は，品管規則に基

づくものとして設工認ＱＭＳに記載し，かつ，これ以外の変更点は，品管規則

改正に伴う原子力品質保証規程の改訂前後でその内容に大きな変わりはなく，

また，改訂前の原子力品質保証規程に記載がない部分においては，それに関連

する下部規程に記載されていることを以って問題ないと判断したことにより，

設工認の申請に至った。 

保安規定の施行に併せて原子力品質保証規程を改訂 24 から改訂 25 に見直

しており，上述の通り判断したことの内容を，添付資料－３－１の比較表によ

り示す。 

品管規則を反映した原子力品質保証規程の改訂案は，同じく改訂が必要とな

る下部マニュアルとともに 2020 年５月１日に，社内の品質保証委員会におい

て品質保証部門が示し，これらマニュアル類の作成を，保安規定の認可，施行

の時期を考慮しつつ進めていたが，その数が，品管規則の要求事項を反映する
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ために改訂したマニュアルが 36 冊，新規に作成したマニュアルが 12 冊，ま

た，使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則（燃料貯蔵規則）の改正に伴い新規

に作成したマニュアルが 27 冊と，多数に及んだことから，想定以上に時間を

費やし，結果として作成に係る工程管理が不十分となり，保安規定の施行も遅

れることとなった。マニュアル類の体系図を添付資料－３－２に示す。 

本件については社内のＣＡＰ活動の中で，改善事項として措置しており，社

内において共通認識を図るとともに，後世へも確実に引き継がれていくよう，

許認可申請に係るマニュアルに「保安規定変更認可申請に当たっては，申請ま

でに関連マニュアルを整備した上で申請を行う。また，設計及び工事の計画の

変更認可等の許認可申請業務に当たっては，認可を得た保安規定を施行し，同

規定及び関連マニュアルに基づく保安活動が実施できる環境を整えて許認可

申請業務を行う。」との記載を明記した。 

 

 

４．補正後における上位規定との整合性に係る説明 

  補正の内容を反映した設工認ＱＭＳについて，事業許可申請書（本文七号），

保安規定における第４条「品質マネジメントシステム計画」との比較を添付資

料－４に示す。 

  設工認ＱＭＳについて，添付資料に示すとおり，上位規定との齟齬はない。 

 

 

５．先行事業者（柏崎刈羽原子力発電所）との比較 

  補正の内容を反映した設工認ＱＭＳについて，先行事業者として，東京電力

ＨＤ㈱柏崎刈羽原子力発電所との設工認ＱＭＳと比較を行った。 

  添付資料－５にその結果を示すが，使用済燃料貯蔵施設と実用発電用原子

炉施設による要求事項の差などはあるが，基本的には差はない。 

  また，当社の当初の事業許可の時点からのＱＭＳの変遷についても記載し

た。 

 

 

６．設工認ＱＭＳの記載内容について 

設工認ＱＭＳは，当社の「原子力品質保証規程」で定めるＱＭＳ活動の中で

作成し，設計及び工事に係る具体的な品質管理の方法，組織等の計画された事

項を記載し，設計・工事・検査の各プロセスの骨格を記載している。 

「設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書」は，保安

規定品質マネジメントシステム計画に基づく社内ＱＭＳ規程体系に従い設計・
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工事・検査の各プロセスを実現するための具体的な方法（設計に係る品質管理

の方法で行った実績，工事・検査に係る品質管理の方法，組織等の具体的な計

画）を記載している。 

添付資料－６に今回工事を行う設工認として必要な設計，工事及び検査の流

れを，また，設工認ＱＭＳにおいて要求する各様式の関係を添付資料－７に示

す。 

 

 

７．品質マネジメントシステムの変遷 

  リサイクル燃料備蓄センターは，すでに事業許可を取得し，設工認も認可を

得て，一部の工事は進められている。今回，新規制基準対応として，追加の工

事を実施するため設工認を取得するが，過去の品質マネジメントシステムに

おいて，その変遷と工事を併記し，添付資料－８に既設工認と品質マネジメン

トシステムの関係を示す。当社ＱＭＳのマニュアル類が，その当時の上位の規

格，規則に基づき制定されていること及びその当時のＱＭＳに基づき許認可

申請を行っていることを示している。 

 

 

８．添付資料 

  添付資料－１     ：申請時点の設工認申請書の品質マネジメントシステム 

の状況 

  添付資料－２   ：設計及び工事に係る品質マネジメントシステムの補正 

内容について 

  添付資料－３－１ ：原子力品質保証規程の改訂前後の説明書 

３－２ ：ＱＭＳ文書体系図 

  添付資料－４   ：事業許可申請書（本文七号）， 保安規定品質マネジメ 

ントシステムとの関係について 

  添付資料－５     ：先行事業者（柏崎刈羽原子力発電所）との比較（補正 

を反映） 

  添付資料－６     ：設工認として必要な設計，工事及び検査の流れについ 

て 

  添付資料－７     ：設工認ＱＭＳで作成される各様式の関係 

  添付資料－８     ：リサイクル燃料備蓄センターにおける既工認と品質マ 

ネジメントシステムの関連 

 

以 上 


